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北九州市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年６月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第２４号 

北九州市事務分掌条例の一部を改正する条例 

北九州市事務分掌条例（昭和４０年北九州市条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条危機管理室の項の次に次のように加える。 

 市政変革推進室 

（１） 行財政改革に関する事項 

  （２） 公共施設マネジメントに関する事項 

 第１条企画調整局の項第３号を削り、同条総務局の項第３号中「事務事業の調 

査及び能率並びに」を削る。 

付 則 

 この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

7



北九州市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年６月３０日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第２５号 

北九州市市税条例等の一部を改正する条例 

 （北九州市市税条例の一部改正） 

第１条 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２３条第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により、」

を加え、「同項の申告書に係る年度分」を「前項の確定申告書に係る年の末

日の属する年度の翌年度分」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の

市民税若しくは森林環境税（森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（

平成３１年法律第３号）第３条の森林環境税をいう。以下同じ。）を納付し

、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」

に改める。 

  第２７条の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし

、同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者

を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年

の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次

項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当

該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動

がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異

動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

  第３０条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「規定に

よって」を「規定による」に、「方法によって」を「方法により」に改め、

同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合
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に併せて賦課し、及び徴収する。 

第３２条中「及び県民税額」を「、個人の県民税額及び森林環境税額」に、

「によって」を「により」に改める。 

  第３８条第１項中「によって」を「により」に、「においては、」を「に

は、」に、「ある場合において」を「あるとき」に、「ない場合において」

を「ないとき」に改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に

、「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規

定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７

項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金

により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したも

のとみなす」に改める。 

  第３８条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「

には」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１

７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市

町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定

を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」

に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみな

す」に改める。 

  第６６条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「三輪のもの」の

次に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条

第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

  付則第９条の２に次の１項を加える。 

２０ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は、３分

の１とする。 

付則第９条の３第１１項各号列記以外の部分中「附則第７条第１３項」を

「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項の

次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項の特定マンションに係る区分所有に係

る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マン

ションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 
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（３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

（４） 当該工事が完了した年月日 

（５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

付則第１５条の９中「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に

、「旅館業（下宿営業を除く。）又は省令第１条第４号の」を「製造の事業

、旅館業（下宿営業を除く。）、情報サービス業その他省令第１条各号に掲

げる」に改める。 

付則第２０条中「若しくは第４３項」を「、第４３項若しくは第４６項」

に改める。 

付則第２１条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項前段中「令和５年

度」を「令和８年度」に改める。 

付則第２４条第１項中「租税特別措置法第３７条の１３第１項」を「所得

割の納税義務者（租税特別措置法第３７条の１３第１項」に、「所得割の納

税義務者（令附則第１８条の６第１７項」を「もの（令附則第１８条の６第

１８項」に改め、「除く。」の次に「）又は租税特別措置法第３７条の１３

の２第１項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みによ

り取得をしたもの（令附則第１８条の６第１９項に規定する要件を満たすも

のに限る。）に限る。」を加え、「租税特別措置法第３７条の１３の２第１

項」を「同法第３７条の１３の３第１項」に改め、同条第２項及び第３項中

「第３７条の１３の２第１０項」を「第３７条の１３の３第１０項」に改め

、同条第７項前段中「によって」を「により」に改め、同項後段中「附則第

１８条の６第２８項」を「附則第１８条の６第３０項」に改め、同条第８項

中「第３７条の１３の２第１０項」を「第３７条の１３の３第１０項」に改

める。 

付則第２７条の２を削る。 

付則第２７条の３第３項中「付則第２７条の５」を「付則第２７条の４」

に改め、同条第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め、同

条を付則第２７条の２とする。 

付則第２７条の４を付則第２７条の３とし、付則第２７条の５を付則第２

７条の４とし、付則第２７条の６を付則第２７条の５とする。 

付則第２７条の７第３項を削り、同条を付則第２７条の６とする。 

付則第２９条第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める

。 

 （北九州市環境未来税条例の一部改正） 
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第２条 北九州市環境未来税条例（平成１４年北九州市条例第５６号）の一部

を次のように改正する。 

  第１１条第１項中「第７３３条の１８第６項」を「第７３３条の１８第８

項」に、「第７３３条の１９第４項」を「第７３３条の１９第５項」に改め

る。 

 （北九州市宿泊税条例の一部改正） 

第３条 北九州市宿泊税条例（令和元年北九州市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１４条第１項中「第７３３条の１８第７項」を「第７３３条の１８第８

項」に改める。 

  付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中北九州市市税条例（以下「市税条例」という。）第６６条

第１号エの改正規定及び付則第４条第１項（第１条の規定による改正後の

市税条例（以下「新条例」という。）第６６条第１号エに係る部分に限る

。）の規定 令和５年７月１日 

（２） 第１条中市税条例第２３条第２項並びに第３０条の見出し及び同条

第１項の改正規定、同条に１項を加える改正規定、市税条例第３２条、第

３８条各項及び第３８条の６各項の改正規定並びに市税条例付則第２４条

第１項から第３項まで、第７項及び第８項、第２７条の３第４項並びに第

２９条第３項の改正規定並びに第２条及び第３条の規定並びに次条第１項

、第３項及び第４項並びに付則第４条第１項（新条例第６６条第１号エに

係る部分を除く。）及び第３項の規定 令和６年１月１日 

（３） 第１条中市税条例第２７条の２第５項の改正規定、同項を同条第６

項とする改正規定、同条第４項の改正規定、同項を同条第５項とする改正

規定、同条第３項の改正規定、同項を同条第４項とする改正規定、同条第

２項の改正規定及び同項を同条第３項とし、同条第１項の次に１項を加え

る改正規定並びに次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（４） 第１条中市税条例付則第２０条の改正規定 規則で定める日 

（個人の市民税に関する経過措置） 

第２条  新条例第２３条第２項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市

民税に係る市税条例第２３条第１項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、令和５年
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度分までの個人の市民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例

による。 

２ 新条例第２７条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき市税条例第２６条第１項ただし書に規定する給与（以下この項におい

て「給与」という。）について提出する市税条例第２７条の２第１項の規定

による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出

した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３８条第２項及び第３８条の６第２項の規定は、令和６年度以後

の年度分の個人の市民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税に係る過納又は誤納に係る税額については、

なお従前の例による。 

４ 新条例付則第２４条の規定は、同条第１項の所得割の納税義務者が令和５

年４月１日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同

項に規定する特定株式について適用し、第１条の規定による改正前の市税条

例（以下「旧条例」という。）付則第２４条第１項の所得割の納税義務者が

同日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定

する特定株式については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例付則第１５条の９の規定は、同条に規定する要件に該当する家屋及

び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地が令和５年４月１日からこの条

例の施行の日までの間に新設され、若しくは増設され、又は取得された場合

についても適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第６６条第１号エ及び付則第２９条第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された旧条

例付則第２７条の２及び第２７条の７第３項に規定する三輪以上の軽自動車

に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 新条例付則第２７条の２第４項の規定は、付則第１条第２号に掲げる施行

の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環
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境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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を

」

に

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例及び北九州

市スポーツ施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年６月３０日

                    北九州市長 武 内 和 久

北九州市条例第２６号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

及び北九州市スポーツ施設条例の一部を改正する条例

 （北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改

正）

第１条 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

  別表第１の３ 有料施設の使用料の表中

専

用

１面１回（１時間以内） ７５０円

専

用

１面１回（１時間以内） ７５０円

武

道

場

桃

園

武

道

場

弓

道

場

共

用

区分 一般 高等学校の生

徒以下の者

定 期 券

で 使 用

す る と

き は 、

１ 日 １

回 限 り

と し 、

２ 時 間

以 内 を

１ 回 と

する。

１人１回（２時間以内） ２５０円 １２０円

回数券（１０枚

つづり）

１人１回（２時

時間以内）

２，０００円 ９６０円

定期券 １月 ３，０００円 １，４４０円

専

用

近的場

遠的場

１時間又はその端数ごとに ６００円

柔

剣

道

場

共

用

区分 一般 高 等 学 校 の

生徒

中 学 校 の 生

徒以下の者

１人１回（２時

間以内）

３９０円 １９０円 １２０円

回数券 

（１０ 

枚つづ 

り） 

１人１ 

回（２ 

時間以 

内） 

３，１２０円 １，５２０円 ９６０円

「

「
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「

」
「勝山弓道場

 桃園弓道場」

を

に

改め、同表の弓場の項中       を「勝山弓道場」に改める。

（北九州市スポーツ施設条例の一部改正）

第２条 北九州市スポーツ施設条例（平成２０年北九州市条例第６号）の一部

を次のように改正する。

別表第１の柔剣道場の項中

改める。

付 則

 この条例は、規則で定める日から施行する。

定期券 １月 ４，６８０円 ２，２８０円 １，４４０円

３月 ８，５８０円 ４，１８０円 ２，６４０円

専

用

柔道場 

剣道場 

１時間又はその端数ごとに ９９０円

北九州市立小倉北柔剣道場 北九州市小倉北区田町１４番１９号

北九州市立八幡東柔剣道場 北九州市八幡東区尾倉二丁目８番３４

号

北九州市立小倉北柔剣道場 北九州市小倉北区田町１４番１９号

「

」

」
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北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和５年６月３０日

                    北九州市長 武 内 和 久

北九州市条例第２７号

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）の一部を次のように改正する。

別表第３の関門海峡ミュージアムの項中

「

」

「

」

改め、同表の門司港レトロ展望室の項中

「

」

「

」

改める。

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。

その他の設備

・器具

１日ごとに１，０００円以下の範囲内で

規則で定める額

望遠鏡 １回（２分以内）１００円

その他の設備

・器具

１日ごとに１，０００円以下の範囲内で

規則で定める額

団体（３０

人以上）

２４０円 １２０円

望遠鏡 １回（２分以内）１００円

団体（３０

人以上）

２４０円 １２０円

に

を

を

に
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北九州市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年６月３０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第２８号 

北九州市火災予防条例の一部を改正する条例 

 北九州市火災予防条例（昭和４８年北九州市条例第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１３条の２第１項各号列記以外の部分中「自動車等（道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車及び同項第１０号

に規定する原動機付自転車をいう。第１１号において同じ。）をいう。以下こ

の項において同じ。）に充電する設備（全出力２０キロワット以下のもの及び

全出力２００キロワットを超えるものを除く。）をいう」を「自動車、原動機

付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下この項におい

て同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのも

のをいう。以下この項において同じ。）を用いて充電する設備（全出力２０キ

ロワット以下のものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する

設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、

変圧する機能を有しないものをいう。以下この条において同じ。）により構成

されるものをいう。以下この条において同じ。）にあっては、充電ポストを含

む」に改め、同項第１号に次のただし書を加える。

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第１３条の２第１項第５号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同

項第６号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気

自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等

から」に改め、同項第１０号中「緊急停止する」を「緊急に停止する」に、「

措置を講ずる」を「装置を当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、

速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第１１号中「自動

車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め、同項第１２号中「（充電用

のケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。）」を削り、同項第

１５号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。

次号において同じ。）を」に改め、同項中第１７号を第１８号とし、第１６号

を第１７号とし、第１５号の次に次の１号を加える。 

 （１６） 分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池を内蔵しないこと

。 

 第１３条の２第３項本文中「のもの」の次に「、分離型のものの充電ポスト
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」を加える。 

 第２６条第３項第２号中「標識の設置」の次に「（健康増進法（平成１４年

法律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を掲示する場合を

除く。）」を加える。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。ただし、第２６条第３項

第２号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の

第１３条の２第１項及び第３項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及

び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第２６条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号

中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部

を改正する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により

読み替えて適用される健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用

喫煙室標識」と読み替えるものとする。 
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和５年６月３０日

                    北九州市長 武 内 和 久

北九州市条例第２９号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。

第９条中「、社会教育施設」の次に「及び北九州市立思永中学校の温水プー

ル（以下「社会教育施設等」という。）」を加え、「当該社会教育施設」を「

当該社会教育施設等」に改め、「の管理」の次に「（北九州市立思永中学校の

温水プールにあっては、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条の

規定に基づき学校教育上支障のない範囲内で市民の使用に供する際の管理に限

る。）」を加える。

 第９条の２各項、第９条の３各号列記以外の部分及び第１号並びに第９条の

４中「社会教育施設」を「社会教育施設等」に改める。

 第９条の５の見出し中「指定管理者」を「指定管理者等」に改め、同条中「

社会教育施設」を「社会教育施設等」に、「当該施設」を「当該社会教育施設

等」に改める。

別表第１の学校教育関係の表の中学校の項中

改める。

   付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第９条、第９条の２

各項、第９条の３各号列記以外の部分及び第１号、第９条の４並びに第９条の

５（見出しを含む。）の改正規定は、公布の日から施行する。

 〃 富  野 〃  〃   〃 常盤町８番１号  
「

を
」

 〃 富  野 〃 〃   〃 常盤町８番１号 

 〃 ひまわり 〃  〃   〃 下富野一丁目２番１号 
」

に

「
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北九州市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年６月３０日

北九州市長 武 内 和 久

北九州市条例第３０号

北九州市議会委員会条例の一部を改正する条例

北九州市議会委員会条例（昭和５１年北九州市条例第４７号）の一部を次の

ように改正する。

あ第２条総務財政委員会の                 「会計室の所

あ第２条総務財政委員会の                  市政変革推

管に属する事項   に改め

進室の所管に属する事項」

あああ付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の第２条の規定により設置された総務財政

委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、この条例の施行

の日において、それぞれ改正後の第２条の規定により設置される総務財政委

員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。この場合にお

いて、当該委員の任期は、北九州市議会委員会条例第３条第２項の規定にか

かわらず、改正前の第２条の規定により設置された総務財政委員会の委員の

任期満了の日までとする。

３ この条例の施行の際現に改正前の第２条の規定により設置された総務財政

委員会に付託されている事件は、改正後の第２条の規定により設置される総

務財政委員会に付託されたものとみなす。

第２条総務財政委員会の項中「会計室の所管に属する事項」を

に改める。
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北九州市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年６月３０日

北九州市長 武 内 和 久

北九州市規則第２７号

北九州市事務分掌規則の一部を改正する規則

北九州市事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条危機管理室の項の次に次のように加える。

市政変革推進室

企画係

第１条企画調整局総務調整部都市マネジメント政策課の項を削り、同条総務

局行政経営部の項を削る。

第３条危機管理室の項の次に次のように加える。

市政変革推進室

企画係

（１） 室の庶務に関すること。

（２） 行政運営の効率化、適正化等市政の変革に係る企画、調査

、研究及び総合的な調整に関すること。

（３） 公共施設マネジメントの総括に関すること。

（４） 行政事務の改善に関すること。

（５） 行政評価に関すること。

（６） 内部統制の総括に関すること。

（７） 外郭団体の総括に関すること。

（８） 指定管理者制度の総括に関すること。

（９） 公共事業評価に関すること。

第３条企画調整局総務調整部都市マネジメント政策課の項を削り、同条総務

局行政経営部の項を削る。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。

（北九州市公印規則の一部改正）

２ 北九州市公印規則（昭和３８年北九州市規則第６号）の一部を次のように

改正する。

第１０条第１項本文中「教育委員会教育長」の次に「、市政変革推進室長

」を加える。
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（北九州市会計規則の一部改正）

３ 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の会計管理者の命を受けてつかさどる当該局部課において取り扱

う現金、物品及び有価証券並びに使用不能物品の出納保管事務の項中

「

危機管理室 危機管理課 危機管理課長 危機管理監 を

」

「

危機管理室 危機管理課 危機管理課長 危機管理監

に、

市政変革推進室 市政変革推進室次長 市政変革推進室長

」

「

総務調整部 総務課 総務課長

を
都市マネジメント 都市マネジメント

政策課 政策課長

」

「

総務調整部 総務課 総務課長 に、

」

「

平和のまちミ 平和のまちミュー 平和のまちミュー

ュージアム ジアム事務局 ジアム事務局長
を

行政経営部 行政経営課 行政経営課長

」

「

平和のまちミ 平和のまちミュー 平和のまちミュー
に

ュージアム ジアム事務局 ジアム事務局長

」

改める。
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 北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年６月３０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第２８号 

北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 

 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の一部を 

次のように改正する。 

 第２条稲原 浩副市長の項第１号中「危機管理室」の次に「、市政変革推進 

室」を加える。 

   付 則 

 この規則は、令和５年７月１日から施行する。 
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 北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年６月３０日 

                     北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第２９号 

北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中 

「原動機付自転車標識ひな型       第２９号様式（その１）又は 

第２９号様式（その２）   を 

 原動機付自転車標識ひな型（商品分）  第２９号様式（その３）  」 

「原動機付自転車等標識ひな型      第２９号様式（その１） 

原動機付自転車標識ひな型       第２９号様式（その２） 

特定小型原動機付自転車標識ひな型   第２９号様式（その３） 

 原動機付自転車等標識ひな型（商品分） 第２９号様式（その４）  」 

改める。 

 第２９号様式（その１）中「原動機付自転車標識ひな型」を「原動機付自転

車等標識ひな型」に改め、同様式の備考第１項本文中「原動機付自転車及び」

を「条例第６６条第１号に掲げる原動機付自転車（条例第６４条の４第２号に

掲げる原動機付自転車及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６

７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除く。

）及び条例第６６条第２号イに掲げる」に、「ひらがな文字」を「平仮名」に

改める。 

 第２９号様式（その２）の備考第１項本文中「定める」を「掲げる」に改め

、「掲げる原動機付自転車」の次に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６

年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付

自転車」を加え、「ひらがな文字」を「平仮名」に改め、同様式の備考第３項

中「白色」を「、白色」に改める。 

第２９号様式（その３）中「原動機付自転車標識ひな型（商品分）」を「原

動機付自転車等標識ひな型（商品分）」に改め、同様式の備考第２項本文中「

原動機付自転車及び」を「条例第６６条第１号に掲げる原動機付自転車（道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の

６に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）及び条例第６６条第２号イに

掲げる」に改め、同様式の備考第４項中「白色」を「、白色」に改め、同様式

を第２９号様式（その４）とする。 

に 
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第２９号様式（その２）の次に次の１様式を加える。 
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第２９号様式（その３） 

特定小型原動機付自転車標識ひな型 

備考 

  １ 道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１

項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車の標識は、図示の例

により、市の名称、ローマ字及び４桁の数字をもって表示する。ただし

、上位の桁の数字が有効数字でない場合は、直径５ミリメートルの点で

表示する。 

  ２ 数字はアラビア数字、字体はかい書体とする。 

  ３ 標識の生地の塗色は、白色とする。 

  ４ 文字及び数字は凸字とし、塗色は濃紺色とする。 

  ５ 地質は、金属製とする。 

  ６ 長さの単位は、ミリメートルとする。 
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  付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の第２９号様式（その１）

又は第２９号様式（その２）による標識で、道路運送車両の保安基準（昭和

２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原

動機付自転車である原動機付自転車に係るものは、北九州市市税条例（昭和

３８年北九州市条例第８５号）第７３条の規定により返納し、再交付を受け

、又は更新を受けるまでの間は、改正後の第２９号様式（その３）による標

識とみなす。 
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 北九州市市税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を

ここに公布する。 

令和５年６月３０日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第３０号 

   北九州市市税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定

める規則 

 北九州市市税条例等の一部を改正する条例（令和５年北九州市条例第２５号

）付則第１条第４号に掲げる改正規定の施行期日は、令和５年７月１日とする

。 
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北九州市告示第２７３号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

令和５年７月４日 

北九州市長 武 内 和 久

１ 申請の概要

（１） 申請者

北九州市戸畑区飛幡町１番１号 

日本製鉄株式会社九州製鉄所 

所長 中田 昌宏 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市戸畑区飛幡町１番１号 

日本製鉄株式会社九州製鉄所 八幡地区（戸畑） 

（３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力 

種類 
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

の第６５号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設 

名称 連続式酸洗設備（７ＰＬ） 

能力 ９０，０００ｔ／月 

  イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び設置年月日 

使用時間間隔 連続 

１日当たりの使用時間 ２４時間

季節的変動 なし 

設置年月日 許可日以降 

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値等 
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汚水等の量

（ｍ３／日）

通常 ２，１６０ 

最大 ２，８７０ 

水素イオン濃度
通常 ２．１ 

最大 ２．１ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ７０ 

最大 ７０ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ２１ 

最大 ２１ 

（４） 汚水等の処理に関する事項 

汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後 

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状 

態の通常値及び最大の値等 

 北弱酸処理場 

設置前 設置後 

汚水等の量

（ｍ３／日）

通常 ２１，０１５ 

最大 ２５，２９５ 
同左

水素イオン濃度
通常 ５．０ 

最大 ９．０ 
同左

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ２０ 

最大 ５０ 
同左

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ３０ 

最大 ４５ 
同左

ノルマルヘキサン抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．５ 

最大 １０ 
同左

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．５ 

最大 ９
同左

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０４未満 

最大 ０．０４未満
同左

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０４未満 

最大 ０．０４未満
同左

（５） 排出水に関する事項

ア 排水口名 戸畑Ｎｏ．５排水口 
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イ 排出水の量及び汚染状態 

設置前 設置後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 １００，７９４ 

最大 １１４，８９７ 
同左

水素イオン濃度
通常 ６．７ 

最大 ８．４ 
同左

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ７．５ 

最大 １５．３ 
同左

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 １６ 

最大 ３３ 
同左

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６．０ 

最大 ９．０ 
同左

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．５ 
同左

ノルマルヘキサン抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 ２．０ 
同左

ほう素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １５．０ 

最大 ３０．０ 
同左

ふっ素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３．０ 

最大 ６．０ 
同左

アンモニア、アンモ

ニウム化合物、亜硝

酸化合物及び硝酸化

合物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６．０ 

最大 ９．０ 
同左

溶解性鉄含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５未満 

最大 ０．５未満 
同左

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０５未満 

最大 ０．０５未満
同左

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０５未満 

最大 ０．０５未満
同左

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

31



令和５年７月４日から同年７月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く

。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和５年７月２５日までに前項第２号の場所に到着するように提出する

こと。 
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北九州市告示第２７４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和５年７月４日

北九州市長 武 内 和 久 

１ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

三萩野中央薬局 北九州市小倉北区吉野町１０番３

０号 

令和５年７

月１日 

２ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

ハレレココ 

北九州市小倉南区葛原一丁目２番

３５号エクセル安部山６０２号 

令和５年７

月１日 

訪問看護ステーション

継 

北九州市小倉南区八重洲町１１番

２７号（２Ｆ） 

令和５年７

月１日 

訪問看護ステーション

彩生 

北九州市若松区上原町８－１ 令和５年７

月１日 
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北九州市告示第２７５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和５年７月４日

北九州市長 武 内 和 久  

精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

訪問看護ステーション

サンセリテ 

旧 北九州市門司区大里戸ノ上二丁

目５番１８号大里庵ビル１Ｆ 

令和５年７

月１日 

新 北九州市門司区西新町一丁目１

番４号１Ｆ 
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北九州市公告第４３８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和５年７月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区長行西一丁目２６

０８番１０、２６０９番２から２６

０９番２５まで、２６１２番１、２

６１２番３から２６１２番５５まで

、２６１９番２及び２６１９番５か

ら２６１９番２２まで 

北九州市小倉南区朽網東六丁目３

６番２号 

株式会社 モコホーム 

代表取締役 野中展幸 

北九州市八幡西区馬場山東三丁目１

４３７番５から１４３７番１４まで

北九州市八幡西区幸神四丁目７番

６号 

辰巳開発株式会社 

代表取締役 今村誠児 

北九州市戸畑区観音寺町３番１のう

ち及び３番９のうち 

北九州市門司区松原二丁目３番２

５号 

奥田金属株式会社 

代表取締役 原田昌直 

北九州市八幡東区大谷一丁目１９０

番３及び１９０番１８ 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０

番１号第一福岡ビル S 館４階 

株式会社コスモス薬品 

代表取締役 横山英昭 
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北九州市公告第４３９号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年７月４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量 

  ＩＣＴ支援員業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年６月２１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社エージェント 

  東京都渋谷区宇田川町３３－７ 

５ 落札金額 

  ６，５８０万２，３９６円 

６ 落札者を決定した手続 

一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年５月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市訓令第３号

                             庁中一般

北九州市副市長以下専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年６月３０日

北九州市長 武 内 和 久

北九州市副市長以下専決規程の一部を改正する訓令

北九州市副市長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１０号）の一部を

次のように改正する。

「市政変革推進室長

秘書室長    」

             「会計室次長

              市政変革推進室次長」

 別表第３の１３の表の事業推進課長の項第４号を削り、同項第５号中「租税

特別措置法施行令」の次に「（昭和３２年政令第４３号）」を加え、同号を同

項第４号とし、同項第６号を同項第５号とする。

付 則

この訓令は、令和５年７月１日から施行する。ただし、別表第３の１３の表

の事業推進課長の項第４号を削る改正規定、同項第５号の改正規定及び同号を

同項第４号とし、同項第６号を同項第５号とする改正規定は、同年６月３０日

から施行する。

 別表第１の室長の欄中「秘書室長」を 

課長の欄中「会計室次長」を に改める。

に改め、同表の
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北九州市訓令第４号 

庁中一般 

 人事記録カードの様式及び抄本等に関する規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。 

  令和５年６月３０日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

人事記録カードの様式及び抄本等に関する規程の一部を改正する 

訓令 

人事記録カードの様式及び抄本等に関する規程（昭和４３年訓令第２２号） 

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「会計室」の次に「、市政変革推進室」を加え、同条第３号

を同条第５号とし、同条第２号を同条第４号とし、同条第１号の次に次の２号

を加える。 

 （２） 危機管理室 危機管理監 

 （３） デジタル市役所推進室 デジタル政策監 

付 則 

 この訓令は、令和５年７月１日から施行する。 
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北九州市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和５年７月４日 

北九州市議会議長 鷹 木 研 一 郎 

北九州市議会規則第１号 

北九州市議会会議規則の一部を改正する規則 

北九州市議会会議規則（昭和５１年北九州市議会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「応招簿に署名し、又は押印し」を「その旨を議長に通告し」に改

める。 

ああ 付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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